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① 年齢構成が⾼く、医療費⽔準が⾼い
② 所得水準が低い
③ 保険料負担が重い
④ 保険料（税）の収納率
⑤ 一般会計繰入・繰上充用
⑥ 財政運営が不安定になるリスクの高い

小規模保険者の存在
⑦ 市町村間の格差

①財政運営の都道府県単位化・都道府県と市町村の役割分担
・都道府県が財政運営の主体となり、安定的な財政運営や効率的な事
業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担う
・市町村は、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課・徴収、保
健康事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担う
・都道府県が統一的な方針として国保運営方針を示し、市町村が担う
事務の効率化、標準化、広域化を推進
・都道府県に財政安定化基⾦を設置

②財政支援の拡充
・財政⽀援の拡充により、財政基盤を強化（毎年約3,400億円）
低所得者対策の強化、保険者努⼒⽀援制度 等

国保が抱える構造的課題 国保改革（平成30年度〜）

今後の主な課題

平成30年度改⾰が現在概ね順調に実施されており、引き続き、財政運営の安定化を図りつつ、「財政運営の都道府県単位化」の
趣旨の深化を図るため、国保運営⽅針に基づき、都道府県と市町村の役割分担の下、以下の取組を進める。都道府県においては、令
和２年度末に向けて、国保運営⽅針の改定（⼜は中間⾒直し）を進める。

○法定外繰入等の解消
⾚字解消計画の策定・状況の⾒える化等を通じて、解消に向けた実⾏性のある取組を推進

○保険料⽔準の統⼀に向けた議論
将来的には都道府県での保険料⽔準の統⼀を⽬指すこととし、地域の実情に応じて議論を深めることが重要

○医療費適正化の更なる推進
保険者努⼒⽀援制度で予防・健康づくりが拡充されたことも踏まえ、都道府県内全体の医療費適正化に資する取組を推進

※上記の他、国会での附帯決議、骨太方針・改革工程表、地方団体の要望事項等について、地方団体と協議を進める。

国民健康保険制度改革の状況



改革の方向性

１．
運営の在り方

(総論)

○ 都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う

○都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確

保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化

○ 都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村

が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進

都道府県の主な役割 市町村の主な役割

２．
財政運営

財政運営の責任主体
・市町村ごとの国保事業費納付金を決定
・財政安定化基金の設置・運営

・国保事業費納付金を都道府県に納付

３．
資格管理

国保運営方針に基づき、事務の効率化、
標準化、広域化を推進

※４．と５．も同様

･ 地域住民と身近な関係の中、
資格を管理(被保険者証等の発行)

４．
保険料の決定
賦課・徴収

標準的な算定方法等により、市町村ごとの
標準保険料率を算定・公表

・ 標準保険料率等を参考に保険料率を決定

・ 個々の事情に応じた賦課･徴収

５．
保険給付

・給付に必要な費用を、全額、
市町村に対して支払い

・市町村が行った保険給付の点検

･ 保険給付の決定
･ 個々の事情に応じた窓口負担減免等

６．
保健事業

市町村に対し、必要な助言･支援
・ 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健
事業を実施 （データヘルス事業等）

国保制度改革の概要（都道府県と市町村の役割分担）
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＜2015年度（平成27年度）から実施＞（約1,700億円）

○ 低所得者対策の強化
（低所得者数に応じた自治体への財政支援を拡充）

＜2018年度（平成30年度）から実施＞（約1,700億円）

（単位：億円）

○ 国保の財政運営を都道府県単位化する国保改革とあわせ、毎年約3,400億円の財政支援の拡充
を行う。

1,700億円

○財政調整機能の強化

（精神疾患や子どもの被保険者数など自治体の責めによらない要因への対応） 800億円

○保険者努力支援制度

（医療費の適正化に向けた取組等に対する支援）

840億円
（2019年度、2020年度

は910億円）

○財政リスクの分散・軽減方策

（高額医療費への対応） 60億円

※ 保険料軽減制度を拡充するため、2014年度（平成26年度）より別途500億円の公費を投入
※ 2015～2018年度（平成27～30年度）予算において、2,000億円規模の財政安定化基金を積み立て
※ 保険者努力支援制度について、2020年度（令和２年度）は、上記とは別に新規500億円（事業費200億

円、事業費連動300億円）を措置し予防・健康づくりを強力に推進

【参考】

国保改革による財政支援の拡充

2015年度

（平成27年度）

2016年度

（平成28年度）

2017年度

（平成29年度）

2018年度

（平成30年度）

2019年度

（令和元年度）

2020年度

（令和２年度）

低所得者対策の強化 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700

財政調整機能の強化・

保険者努力支援制度等
－ － － 1,700 1,7７0 1,770

財政安定化基金の造成

＜積立総額＞
２００
＜200＞

４００
＜600＞

1,100
＜1,700＞

300
＜2,000＞

－
＜2,000＞

－
＜2,000＞ 3



財政安定化基金（本体基金）の設置

○ 財政の安定化のため、給付増や保険料収納不足により財源不足となった場合に備え、一般財源から
の財政補填等を行う必要がないよう、都道府県に財政安定化基金を設置し、都道府県及び市町村に対
し貸付・交付等を行うことができる体制を確保する。

○ 貸付・・・各年度、市町村の保険料収納不足額に対する貸付。原則３年間で償還（無利子）

○ 交付・・・特別な事情が生じた場合、モラルハザードが生じないよう留意しつつ、財源不足額のうち保
険料収納不足額×１／２以内を交付

特別な事情に該当する場合 ･･･災害、景気変動等

１．趣旨

２．事業

○ 国費で創設・順次積増しすることとし、平成27年度は200億円、平成28年度は400億円、平成29年度
は1,100億円、平成30年度は300億円を措置。2,000億円を造成。

○ 交付分に対する補填は各都道府県が決定。
※ 国・都道府県※※・市町村（保険料、交付を受けた当該市町村が負担することを基本）で１／３ずつ補填

○ 併せて、令和５年度末までの激変緩和措置を可能とするため、特例基金として300億円を積立。

３．基金規模等

※※ 都道府県負担分は地方交付税措置の対象となる（地方財政法第11条の２）

国

都道府県・市町村

取崩（貸付）

交付

財
政
安
定
化
基
金

（
都
道
府
県
に
設
置
）

給付増分

保険料で賄う部分

保険料
未納分

※ 創設時
償還・拠出

保険料

激変緩和措置特例基金

貸付
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3,468億円

3,039億円

2,526億円

1,751億円

1,258億円

0

800

1,600

2,400

3,200
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2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

（出典）厚⽣労働省保険局国⺠健康保険課調べ

（億円）

市町村の一般会計からの決算補填等目的の法定外繰入の推移

1,112
市町村 760

市町村

677
市町村

505
市町村

354
市町村

︓法定外繰⼊実施市町村数
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一人当たりの一般会計からの決算補填等目的の法定外繰入（平成３０年度）
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（出典）国⺠健康保険事業年報

※ 市町村数でみると、８割の⾃治体は繰⼊を⾏っていない。繰⼊⾦額合計でみると、東京都、神奈川県、埼⽟県の市区町村の合計が全体の

７割（東京都︓46%、神奈川県︓14%、埼⽟県︓9%）を占めている。
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保険料水準の統一に向けた課題

① 医療費水準に関する課題

○ 国は、納付金等算定ガイドラインにおいて、将来的に保険料水準の統一（同一都道府県内において、同じ所得水準・
同じ世帯構成であれば、同じ保険料水準）を目指す、こととしている。

○ 各都道府県における保険料水準の統一に向けた状況と課題は次のとおりであり、骨太方針2019においても「国保の
都道府県内保険料水準の統一や収納率の向上など受益と負担の見える化に取り組む都道府県の先進・優良事例について
全国展開を図る。」とされている。

・ 将来にわたる医療費適正化インセンティブの確保
・ 医療費水準の平準化・均てん化

納付金算定に年齢調整後の医療費水準を反映させないことにより、保険料水準を統一することが可能。ただし、
市町村の納得を得るためには、都道府県内の各市町村の医療費水準がある程度平準化されることが重要。また、納
付金算定に年齢調整後の医療費水準を反映させない場合には、将来にわたり、医療費適正化インセンティブをどの
ように図るべきか、都道府県の役割として、今後検討が必要。

② 保険料算定方法に関する課題

都道府県と市町村との協議の場において、あるべき姿の議論が必要。

・ 保険料算定方式の統一化
・ 賦課割合の統一化

③ 各市町村の取組に関する課題

保健事業費や地方単独事業、決算補填等目的の法定外繰入など、市町村が個別に政策的に取り組んでいるものの統
一化について、議論が必要。また、市町村ごとの保険料収納率の差をどのように扱うかについても整理が必要

・ 将来にわたる保険料収納率向上インセンティブの確保
・ 保健事業費等の基準額の統一化
・ 地方単独事業の整理
・ 赤字の解消
・ 市町村事務の標準化、均質化、均一化

2018年度～ 2024年度までを目標に検討 2027年度まで

大阪府
（例外措置あり）

奈良県、沖縄県
北海道（納付金ベース）、広島県（準統一）

和歌山県
佐賀県

※ その他の都道府県については、時期を明示せず、
将来的に統一を目指す。あるいは、医療費水準の平準化
・赤字の解消等を踏まえ検討等と整理。
岐阜県は検討期間を2024年度に設定。
福島県、滋賀県は2024年度以降の統一を目指している。
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国保運営方針の改定等に向けたガイドラインの見直しの方向性（ポイント）

（法定外繰入等の解消を含めた財政運営の健全化）

○ 法定外繰入等の計画的・段階的な解消の観点から、解消期限や解消
に向けた実効的・具体的な手段が盛り込まれた赤字解消計画の策定・
実行の推進、市町村ごとの見える化を追記

○ 将来の歳出見込みも見据えた財政運営の観点から、決算剰余金等の
留保財源の基金への積立てを追記

（都道府県内保険料水準の統一）

○ 保険料水準の統一について、都道府県において将来的に目指すことを
明確化し、そのための市町村との具体的な議論の実施を追記

（重症化予防や一体的実施を始めとする医療費適正化等）

○ 健保法等改正（R2.4施行）や保険者努力支援制度の抜本的な強化
（R2年度）を踏まえ、都道府県の保健事業支援や、市町村における高齢
者の保健事業と介護予防の一体的な実施を追記

○ 「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」の改定（H31.4）等を踏まえ、
都道府県を中心とした重症化予防の取組の推進を追記

○ このほか、第２期データヘルス計画(令和２年度中間評価・見直し)との
整合性の確保や、保険者協議会の活用を追記

国保運営方針策定要領 納付金算定等ガイドライン

（保険者努力支援制度の抜本的な強化）

○ 保険者努力支援制度の抜本的な強化（「事業費」として交付する部分を
設け、「事業費に連動」して配分する部分と合わせて交付）に伴い、

・ 「事業費部分」については、納付金の軽減財源から控除すること、

・ 「事業費連動部分」については、当年度の保険給付費等交付金に充当
し、結果として生じる剰余金を翌年度以降の調整財源に活用すること

をそれぞれ追記

（安定的な財政運営）

○ 決算剰余金について、納付金の減算に加え、基金積立ても可能である
ことを明記

（都道府県内保険料水準の統一）

○ 保険料水準の統一について、都道府県において将来的に目指すこと
を明確化

○ 都道府県は、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保のため、都道府県内の統一的な運営方針として国保運営方針
を策定しており、令和２年度末に向けて、市町村と協議しつつ改定（又は中間見直し）を検討。

○ 平成30年度改革が現在概ね順調に実施されていることを踏まえ、今後は国保の都道府県単位化の趣旨の深化を一層図る
ことが重要であり、都道府県における検討に資するよう、令和２年５月に、国のガイドラインについて見直しを実施。

交付金ガイドライン

（保険者努力支援制度の抜本的な強化）

○ 保険者努力支援制度（予防・健康づくり支援に係る部分）について、
「事業費部分」と「事業費連動部分」の交付方法等をそれぞれ追記

9



10

0

0.5

1

1.5

2

2.5

北
海

道

青
森

県

岩
手

県

宮
城

県

秋
田

県

山
形

県

福
島

県

茨
城

県

栃
木

県

群
馬

県

埼
玉

県

千
葉

県

東
京

都

神
奈

川
県

新
潟

県

富
山

県

石
川

県

福
井

県

山
梨

県

長
野

県

岐
阜

県

静
岡

県

愛
知

県

三
重

県

滋
賀

県

京
都

府

大
阪

府

兵
庫

県

奈
良

県

和
歌

山
県

鳥
取

県

島
根

県

岡
山

県

広
島

県

山
口

県

徳
島

県

香
川

県

愛
媛

県

高
知

県

福
岡

県

佐
賀

県

長
崎

県

熊
本

県

大
分

県

宮
崎

県

鹿
児

島
県

沖
縄

県

1人当たり法定外繰入等の額（2017） 1人当たり法定外繰入等の額（2018）

1人当たり拡充公費額（2018）

○ 国⺠健康保険では、制度上の公費に加えて、保険料の軽減等の⽬的で⼀般会計から総額約1,300億円の法定外繰入を実施（国保財政にお

ける給付と負担の相互牽制関係が毀損されている）。

○ 法定外繰入の総額、実施市町村数（354市町村）は減少基調であるが、その解消に活用し得る公費が大幅に拡充されてきたこと等をも踏まえれ
ば、解消に向けた取組はいまだ不⼗分である。今後についても、「改革工程表」のＫＰＩにおける2023年度の実施市町村数が200とされるなど、十

分なスピードでの解消方針が示されているとは言い難い。

○ 介護保険制度では財政の均衡を保つ旨の規定の存在により一般会計からの法定外繰入れの余地が生じないこと等を踏まえ、国⺠健康保険法に
ついても同様の規定を導入することや都道府県国保運営方針において都道府県内の市町村における法定外繰入れの解消に向けた計画の記載を求

めるなど、法定外繰⼊れの解消を⼀段と加速化するための制度的対応を講ずるべき。

法定外一般会計繰入等の解消

（出所）国⺠健康保険事業年報等
（注）法定外繰入等の額は、決算補填目的等のもの及び繰上充用増加額。2018年度拡充公費の額は、2018年度拡充公費約

1,700億円のうち、保険者努⼒⽀援制度（市町村分）と特別調整交付⾦（精神・非自発的失業）に係る額を機械的に控
除したもの（約1,310億円）。

◆ 都道府県別の１人当たり法定外繰入等の額（2017・2018年度）
と2018年度に投入された１人当たり拡充公費の額の比較
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◆ 法定外一般会計繰入額等の推移

（出典）厚⽣労働省保険局国⺠健康保険課調べ
（注）法定外一般会計繰入は、決算填補等目的のもの。

県内

医療費 国庫負担

等
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の

納付⾦

保 険 料

都道府県

市町村

本来徴収すべき保険料の⼀部を
一般会計からの繰入で補填

◆ 法定外一般会計繰入の構造（イメージ）

← 国保被保険者で負担

← 住⺠全体で負担

2023年度
200

（改革工程表）

2015年度〜
公費

+1,700億円

2018年度〜
公費

+1,700億円
法定外一般会計繰入

（左軸）

実施市町村数
（右軸）

◆介護保険法 第１２９条

１ 市町村は、介護保険事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

２ 前項の保険料は、第一号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところに
より算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。

３ 前項の保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等
に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する
費用の予想額、第百四十七条第一項第二号の規定による都道府県からの借入金の償還に要す
る費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉事業に要する費用の予定額、第一号被保険
者の所得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね三年を通じ
財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

令和2年10月８日
財政制度等審議会資料
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都道府県内保険料⽔準の統⼀

記載内容 該当都道府県

2024年度より統⼀ 大阪府 奈良県 （激変緩和措置あり）

2024年度までを
目標に検討

北海道※１ 広島県※2 沖縄県

※1︓納付⾦ベースでの統⼀
※2︓収納率の差異によるバラツキを容認

2027年度までを
目標に検討

和歌山県 佐賀県

国保運営方針等における
具体的な統一時期や検討時期等に係る記載

年齢調整後の医療費⽔準を市町村の納付⾦に
どの程度反映するかを調整する係数（α）

係数 α 該当都道府県

α＝０ 滋賀県 大阪府 奈良県 広島県

α＝０.５ 北海道 宮城県

α＝０.７ 三重県

α＝０.75 群馬県

α＝１ その他の39都府県

医療費⽔準を
反映する
（α＝１）

医療費⽔準を
反映しない
（α＝０）

○ 都道府県内で国保の保険料⽔準を統⼀することは、国保財政における給付と負担の関係の「⾒える化」を図り、都道府県を給付と負担の
相互牽制関係のもとで両者の総合マネジメントを⾏う主体としていくうえで、極めて重要。
（注）都道府県内の国保の保険料⽔準の統⼀は、都道府県に給付水準の均霑化、そのための医療提供体制の均霑化インセンティブをもたらし、地域内における公平かつ持
続可能な医療提供体制の整備の観点からも好ましい影響をもたらす。

○ しかし、現在、都道府県国保運営⽅針等において統⼀時期や検討時期等に係る記載を⾏っている都道府県が７都道府県にとどまるなど、都
道府県における保険料⽔準統⼀への動きは捗々しくない。厚生労働省は、こうした進捗の遅れの⼀因であったガイドラインを本年5月に修正す
るとともに、保険者努⼒⽀援制度においても取組状況を評価に組み込んだところであるが、十分なものであるとは言えない。

〇 都道府県国保運営方針において実現に向けた工程や期限の記載を求めるなど、国保の都道府県内の保険料⽔準の統⼀を一段と加速さ
せる方策を講ずるべき。

旧 新

国保運営方針
策定要領

• 保険料率については、市町村ごとに設定することを基本にしつつ、地域の
実情に応じて、⼆次医療圏ごと、都道府県ごとに保険料率を⼀本化す
ることも可能としている。

• 保険料率については、市町村ごとの医療費⽔準や医療提供体制に差があることに留
意しつつ、将来的には、都道府県での保険料⽔準の統⼀を⽬指すこととし、また、地
域の実情に応じて、⼆次医療圏ごとに保険料⽔準を統⼀することも可能としている。

• 都道府県は、県内の市町村との間で、保険料⽔準の統⼀に向けた議論を深めること
が重要であり、統⼀化の定義や前提条件等、さらには保険料算定⽅式の統⼀や標
準保険料率と実際の保険料率の⾒える化から検討することも考えられる。

納付⾦算定等
ガイドライン

• 医療費⽔準に差異がある都道府県においては、年齢調整後の医療費
指数を各市町村の納付⾦に反映させることが原則となる（α＝１）。

• ただし、都道府県内で統⼀的な保険料⽔準とする観点から、医療費指
数を反映させないこと（α＝０）・・・も可能とする。

• 医療費⽔準に差異がある都道府県においては、年齢調整後の医療費指数を各市町
村の納付⾦に反映させることが考えられる（α＝１）。

• 将来的には、都道府県での保険料⽔準の統⼀を⽬指すこととし、αを徐々に０に近づ
け、あるいは医療費指数を反映させないこと（α＝０）も可能とする。

令和2年10月８日
財政制度等審議会資料


